
入 札 説 明 書 

 

公告番号  契電第１号 

件  名  横浜海上防災基地ほか１５箇所で使用する電気 

 

 

項目及び構成 

 

１．契約担当官等 

２．調達内容 

３．競争参加資格 

４．入札参加申込手続き 

５．入札書及び関係書類の提出場所等 

６．入札書等の提出方法 

７．入札の無効 

８．入札の延期等 

９．開札の日時及び場所 

10. 開札 

11. その他 

 

 

別紙－１  適合証明書 

別紙－２    入札適合条件 

別紙－３  特定電源割当計画書 

様式－１  入札書 

様式－２  紙入札方式参加願 

様式－３  確認書 

様式－４  ＩＣカード変更承諾申請書 

様式－５  入札辞退届 

様式‐６  期間委任状 

様式‐７  都度委任状 

  



 第三管区海上保安本部の特定調達契約に係わる入札公告（令和７年１２月１日付、契電第

１号）に基づく入札等については、会計法（昭和２２年法律第３５号）、予算決算及び会計

令（昭和２２年勅令第１６５号）、契約事務取扱規則（昭和３７年大蔵省令第５２号）、政府

調達に関する協定及びこれに基づく政令等に定めるもののほか、この入札説明書によるも

のとする。 

 

１．契約担当官等 

  支出負担行為担当官 

  第三管区海上保安本部長 赤松 宏樹 

 

２．調達内容 

（１）品目分類番号 26 

 

（２）契約件名及び数量（内訳は、仕様書による。） 

    横浜海上防災基地ほか１５箇所で使用する電気 

       契約電力 仕様書のとおり 

       予定使用電力量 仕様書のとおり 

    

（３）調達案件の仕様等  仕様書による。 

 

（４）供給期間  自 令和８年４月 １日  00：00 

         至 令和９年３月３１日   24：00 

 

（５）需要場所  仕様書のとおり 

 

（６）入札説明会 なし 

 

（７）入札方法 

① 入札書に記載する金額は、入札者が設定する契約電力に対する単価（基本料金単価）

及び使用電力量に対する単価（電力量料金単価）を根拠（小数点以下を含むことがで

きる。）とし、当本部が仕様書で示す契約電力及び予定使用電力量により算出した各

月毎の対価の総価（各月毎の計算結果に生じる１円未満の端数は切り捨てるものと

する。）を記載すること。また、その根拠となる各単価を記載した内訳書を入札書に

添付して提出すること。 

② 入札金額の算定にあたっては、力率は１００パーセントとし、発電費用等に係る燃

料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する



特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。 

③ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１

０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 

④ 入札者は、入札説明書、契約書案等を熟覧のうえ入札しなければならない。入札説

明書、契約書案等について疑義があるときは、入札書の受領期限までに関係職員の説

明を求めることができる。 

 

（８）入札保証金及び契約保証金  免除 

 

３．競争参加資格 

（１）次の者は、競争に参加する資格を有さない。 

① 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当する者。なお、未成年者、被保佐人又は

被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理

由がある場合に該当する。 

② 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当する者で、以下の各号のいずれかに該

当し、かつその事実があった後２年を経過していない者（これを代理人，支配人その

他の使用人として使用する者についてもまた同じ） 

（ア）契約の履行に当たり故意に履行の内容を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量

に関して不正の行為をした者 

（イ）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得る

ために連合した者 

    （ウ）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

    （エ）監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

    （オ）正当な理由なく契約を履行しなかった者 

（カ）前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行

に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

 

（２）令和０７・０８・０９年度 国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）において、

「物品の販売」のＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ等級に格付けされ、関東・甲信越地域及び東海・北陸地

域の競争参加資格を有する者であること。（ただし、指名停止期間中にある者を除く。）な

お、競争参加資格を有しない者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。 

      競争参加資格審査に関する問い合わせ先 

        〒２３１－８８１８ 神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７ 



        第三管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係 

        ℡０４５－２１１－１１１８ 内線２２２３ 

 

（３）電子調達システムによる場合は、電子認証（ＩＣカード）を取得していること。 

 

（４）電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であるこ

と。 

 

（５）予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札参加

資格者として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの

導入、グリーン電力証書の譲渡、需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取

組並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示に関し、別紙－２に示す入札

適合条件を満たすこと。また、その条件を満たすことを証明する書類として、別紙－１

「適合証明書」別紙－３「特定電源割当計画書」及びその根拠を示す書類を添付するこ

と。 

       

４．入札参加申込手続き 

（１）申込み方法 

この入札に参加しようとする者は、次の書類（証明書等）を提出期限までに提出すること。 

    ① 入札参加申込書 

    （ア）確認書（電子調達システムにより入札を行う者） 

    （イ）紙入札方式参加願（紙入札方式により入札を行う者） 

② 令和０７・０８・０９年度 国土交通省一般競争参加資格（全省庁統一資格）にお

ける資格審査結果通知書の写し 

③ 電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証

明する書類の写し。 

④ 別紙－１に掲げる適合証明書（条件を満たすことを証明する書類を添付すること） 

⑤ 特定電源割当計画書 

    ⑥ 本調達案件に対応する自社の電気需給約款 

  ⑦ 予定使用電力量を基にした参考見積書（金額の算出方法は、仕様内容に準ずること） 

 

（２）電子調達システムによる証明書等の送信方法 

電子調達システムにより入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及びバー

ジョンの指定並びに保存するファイルの形式は次のいずれかとする。 

       

番号 使用アプリケーション 保存するファイル形式 



１ 一太郎 Ver10 形式以下のもの 

２ Microsoft Word Word2000 形式以下のもの 

３ Microsoft Excel Excel2000 形式以下のもの 

４ その他のアプリケーション PDF ファイル 

画像ファイル(JPEG 形式及び GIF 形式) 

上記に加え特別に認めたファイル形式 

 

（３）ファイル圧縮方法の指定 

ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH 又は ZIP 形式とする。（自己解凍方式は不可） 

 

（４）ファイル容量が大きくて電子調達システムにより証明書等を送信できない場合 

送信しようとするファイルの容量が電子調達システムの制限を超える（３MB を超える

ファイル容量）場合は、原則として郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律

（平成 14 年法律第 99 号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条 第９

項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」とい

う。）により必要な書類一式を送付するものとし、電子調達システムとの分割は認めない。

また、郵送等による提出する場合は電子調達システムにより、証明書等として下記の内容

を記載した書面を送信すること。 

   ① 郵送等する旨の表示 

   ② 郵送等する書類の目録 

   ③ 郵送等する書類のページ数 

   ④ 発送年月日 

郵送等の締切は（必着。以下同じ。）は、電子調達システムの締切の日時と同一とする。

また郵送等にあっては、郵便書留等の配達の記録が残るものを利用すること。 

なお、郵送等された資料を受領し、審査が完了した際は、電子調達システム上で証明書

等審査結果通知書の発行を行う。 

 

５．入札書及び関係書類の提出場所等 

（１）電子調達システムのＵＲＬ及び問い合わせ先 

    ・調達ポータルサイト 

     https://www.p-portal.go.jp/ 

    ・ヘルプデスク 

     TEL ０５７０－０００－６８３ 

 

（２）紙入札方式による入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所並びに問い合わせ先 

        〒２３１－８８１８ 神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７ 

https://www.p-portal.go.jp/


        第三管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係  

        ℡０４５－２１１－１１１８ 内線２２２３ 

      仕様書に関する問い合わせ先 

        〒２３１－８８１８ 神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７ 

        第三管区海上保安本部 経理補給部 補給課  

        ℡０４５－２１１－１１１８ 内線２２５３ 

 

（３）証明書等の受領期限 

        令和８年１月５日 １５時００分 

 

（４）入札書の受領期限 

        令和８年１月２０日 １７時００分 

         

６．入札書等の提出方法 

（１)電子調達システムによる場合 

  ①入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。 

  ②入札書の記載事項 

   (イ) 契約件名は、定められた件名を記載するものとする。 

   (ロ) 入札者は、特に指示ある場合を除き、予定数量に対する予定総価（税抜）      

にて入札に付す。 

   (ハ) 入札書は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。 

    （電子認証を取得している者であること。） 

  ③入札書の提出 

   (イ) 入札書は、電子調達システムにより、当該入札書受領期限までに到達するよう

提出しなければならない。 

   (ロ) 電子調達を利用することができるＩＣカードは、競争参加資格認定通知書に記

載されている者（以下「代表者」という。）又は代表者から期間を定めて入札・

見積権限及び契約権限について委任する期間委任又は、個別案件に関する入札・

見積権限及び契約権限について委任する都度委任により委任をうけた者（以下

「受任者」という。）のＩＣカードに限る。 

      なお、受任者による電子調達の利用は、以下の基準により都度委任又は期間委

任が電子調達システムで設定された場合に限り認めるものとする。 

  ④委任状について 

   （イ）設定の方法 

      各府省毎に電子調達システムで設定を行うものとする。 

   （ロ）設定時期 



      委任の設定は、参加を希望する入札案件の入札参加手続前までに設定するも

のとする。入札手続途中における提出は認めない。 

   （ハ）委任の内容 

     a 権限 

      入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなけ

ればならない。 

     b 復代理人 

      復代理人は認めない。 

     c 期間委任の委任期間 

      期間委任を行う場合の委任期間は競争参加資格の有効期限を限度とする。 

      委任期間内に代表者又は受任者に変更があった場合及び受任者のＩＣカード

について有効期限満了等による変更又は追加があった場合には、変更内容につ

いて、速やかに、期間委任状を提出した全ての府省に期間委任状の再設定を行う

ものとする。 

     d 個別案件の設定 

      都度委任を行う場合は、入札参加を希望する案件の設定を行うものとする。 

（２)紙入札による場合 

  ①入札書の様式は、様式－１による。 

  ②入札書記載事項 

   （イ）入札書の品（件）名欄には、定められた件名を記載するものとする。 

   （ロ）入札者は、特に指示ある場合を除き、予定数量に対する総価（税抜き）にて入

札に付す。 

   （ハ）入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。 

   （ニ）入札書には、入札者の住所及び氏名を記載し、押印（法人にあっては、所在地、

法人名及び代表者の役職、氏名を記載し、代表者印を押印）しなければならない。 

   （ホ）受任者（以下「代理人」という。）による入札に付す場合は、代理人の住所、

氏名（法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名）を記載し、代

理人の印鑑を押印しなければならない。 

     【記載例】 

     海保株式会社 代表取締役（社長）○○ ○○ 代理 

     東京都千代田区霞ヶ関２－１－３ 

     海保株式会社 東京支店（又は○○部） 

     支店長（又は○○部長）○○ ○○ 印 

  ③紙による入札書等の提出 

     （イ) 入札書は、当該入札書受領期限までに提出場所において直接提出しなければな

らない。 



      （ロ）入札書は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名（法人の場合はその名称又

は商号）及び「令和○年○月○日開札［契約件名］の入札書在中」朱書しなけれ

ばならない。 

            なお、代理人による入札は、委任状が下記⑥の基準により提出された場合に限

り認めるものとする。 

    ④郵送により提出する場合 

支出負担行為担当官等あて郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関

する法律（平成 14 年法律第 99 号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者もし

くは同条第９項に規定する特定信書便事業者（以下「一般信書便事業者等」という。）

の提供する同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）の役務のうち、

書留郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等おいて当該信書物（同法第２条第

３項に規定する信書便物をいう。）の引き受け及び配達記録をした信書便。）にするこ

とができる。 

郵送する場合においては、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」の旨を、中封筒

に法人名等（代理人を含む。）及び「契約件名、開札年月日」をそれぞれ朱書するも

のとし、当該入札等日時又は入札公告又は公示した期限までに到達するように提出

しなければならない。 

    ⑤入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。 

  ⑥委任状について 

   （イ）提出の相手方 

      発注者（支出負担行為担当官 第三管区海上保安本部長）あて提出するものと

する。 

   （ロ）提出時期 

      参加を希望する入札案件の入札参加手続前までに提出するものとする。入札

手続途中における提出は認めない。 

   （ハ）委任状の内容 

     a 権限 

      上記、電子調達による場合と同様。 

     b 復代理人 

      復代理人は認めない。 

     c 期間委任の委任期間 

      期間委任を行う場合の委任期間は競争参加資格の有効期限を限度とする。 

      委任期間内に代表者又は代理人の変更があった場合には変更内容について、

速やかに、期間委任状を提出した全ての発注期間に書面により届け出るものと

する。 

     d 個別案件名の記載 



      都度委任を行う場合は、入札参加を希望する案件名の記載を行うものとする。 

   （ニ）提出方法 

      委任状は、記名・押印された委任状（書面）の提出とする。 

 

７．入札の無効 

 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求め

られる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の一に該当する入札は無効と

する。 

（１）委任状が提出されていない代理人のした入札。 

（２）所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のし

た入札。 

（３）記名押印（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代え

ることができる。）を欠く入札。 

  （４）金額を訂正した入札。 

  （５）誤字、脱宇等により意思表示が不明瞭である入札。 

（６）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得る

ために連合した者の入札。 

（７）同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は 2 人以上の代理をした者の

入札。 

   (８) 競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、

提出された書類が審査の結果採用されなかった入札。 

   (９) 特定商品と同等のものであることを証明する必要のある入札にあっては、同等の

ものであることを証明できなかった入札。 

  （10) 競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第三管区海上保安本部

長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札。 

   (11）２回目以降の入札書の提出において、１回目の最低入札価格を上回る価格が記載

された入札書は無効とする。 

（12）電子入札参加者は、ＩＣカードを不正使用等してはならない。不正使用等した場

合には、当該電子入札参加者の入札は無効とする。 

 

８．入札の延期等 

入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行する

ことができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は

入札の執行を延期し、若しくはこれを取り止めることがある。 

 

９．開札の日時及び場所 



        令和８年１月２１日 １１時００分 

        〒２３１－８８１８ 神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７ 

        第三管区海上保安本部 入札室 

         

10. 開札 

  （１）開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又は代理人が

立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 

 （２）入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができな

い。 

 （３）入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求め

に応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明又は入札権限に関する委任状を提示

しなければならない。 

 （４）入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得な

い事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 

 （５）開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に

達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。ただし、郵便による入

札を行ったものがある場合及び契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契

約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。 

 

11．その他 

  （１）契約手続に使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨 

 

  （２）入札者に要求される事項 

入札者は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出

しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書

類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。 

 

  （３）落札者の決定方法  最低価格落札方式とする。 

① 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本

入札説明書の競争参加資格及び仕様の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入

札価格が予算決算及び会計令第 79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限

の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

   ② 落札となるべき同価格の入札をした者が 2 人以上あり、くじにより落札者の決       

定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。 

   （イ）同価格の入札をした者が電子調達事業者のみの場合、電子入札事業者が入力し

た電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。 



   （ロ）同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合、電子

入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記

載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。 

   （ハ）同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合、その場で紙くじ（又は電子

くじ）を実施のうえ落札者を決定するものとする。 

      電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装

している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した 000～999 の数字が必

要になるので、電子入札事業者は、入札書提出時に電子くじ番号を入力し、紙入

札事業者は「紙入札方式参加願（様式 2）」に記載するものとする。 

   ③ 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から７日以内に、その旨を

落札者とされなかった入札者に対して適宜の方法において通知する。 

 

 (４)電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の

基準及び取扱い 

電子入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害

の内容と復旧の可否について調査確認を行うものとする。 

すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則とし

て複数の電子調達参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札

予定時間の変更（延長）を行うことができるものとする。 

①  天災 

②  広域・地域的停電 

③  プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害 

④  その他、時間延長が妥当であると認められた場合 

（ただし、ＩＣカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると

認められる場合を除く。） 

変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨を全ての電子

入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全て

の電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。 

 

（５)発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い 

発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織（総務省）と協議

し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間

の変更（延長）を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとす

る。 

障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合にお

いては、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定



した場合には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。 

 

（６）契約書の作成 

① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、電気需給約款の内容をふまえ

遅滞なく契約書を作成し取り交わすものとする。 

② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その

者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けて

これに記名押印するものとする。 

③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の１通を契

約の相手方に送付するものとする。 

④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定 

しないものとする。 

     

（７）支払条件   

   支払い方法等詳細は別途契約書（案）に定めるものとする。 

 

（８）競争参加資格の確認のための書類 

    ① 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

② 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に無断で使用するこ

とはない。 

    ③ 一旦受理した書類は、返却しない。 

    ④ 一旦受理した書類の差し替え及び再提出は認めない。 

 

（９）異議の申立て 

入札者は、入札後、この入札説明書、契約書案等についての不明を理由として異議を

申し立てることはできない。 

 

（10）電力量等について 

    ① 力率は、自動力率調整装置を設置し、使用期間中 100 パーセントを保持する予定 

    ② 各月の電気料金の算定方法 

基本料金について力率割引又は割増を行う場合及び電力量料金について燃料費調整

及び市場価格調整を行う場合は、関東管内及び中部管内の一般送配電事業者が定める

標準供給条件（基本契約要綱）によるものとし、これによりがたい場合は協議する。 

 

(11) 本契約は令和８年度予算成立を条件とする。 


